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「サービスの価値の向上」の一部を定量化した 

ＶＦＭの応用について 

 

１．第２回ＷＧで示した定量化について 

・ＰＦＩの先行事例（527 事業）のうち、総合評価の結果、技術

的な追加提案の内容により価格差を逆転した事例（必要なデー

タが公表されている 98 事業）に着目し、その価格差をサービス

の価値の向上の一部と解釈して試算。その結果、これまでのＶ

ＦＭの約 32％（98 事業の平均）相当が間接的に定量化された（第

２回ＷＧにおいて報告）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－５－１ 逆転事例（98 件）の分析結果 
①予定価格の合計 ②落札者の価格の合計 ③最低応札価格の合計 

11,288 億円 9,548 億円 8,995 億円 
 

④これまでのＶＦＭ 

（①-②） 

⑤間接的に定量化した 

ＶＦＭ（②－③） 

⑥間接的に定量化した 

ＶＦＭの割合（⑤／④） 

1,740 億円 553 億円 32％ 
※予定価格がＰＳＣとは限らないことから、厳密には、④と公表ＶＦＭは異なる場合

もある。 

資料３－５

選定事業者 サービスの価値の

向上 
支払額の削減

選定されなかった 

応募者 

サービスの価値の向上分の一部

を間接的に定量化して、この部分

をＶＦＭ評価に活用 



2 

 

・前述の事例（98 事業）について、事業規模、総合評価の配点な

どの項目毎に類型化した場合の当該ＶＦＭは、次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業規模（予定価格）
件数 ①予定価格の合計 ②落札者価格の合計 ③最低応札価格の合計

50億円未満 34 989億円 853億円 802億円
50億円以上、100億円未満 39 2,790億円 2,353億円 2,186億円
100億円以上 25 7,509億円 6,341億円 6,007億円

件数
④これまでのVFM

（①－②）
⑤間接的に定量化した

VFM（②－③）
⑥間接的に定量化した
VFMの割合（⑤／④）

50億円未満 34 136億円 51億円 37.53%
50億円以上、100億円未満 39 436億円 167億円 38.32%
100億円以上 25 1,168億円 334億円 28.63%

■総合評価における内容点の配点割合
件数 ①予定価格の合計 ②落札者価格の合計 ③最低応札価格の合計

50％未満 16 1,430億円 1,117億円 1,045億円
50％以上、70％未満 47 4,658億円 3,827億円 3,540億円
70％以上 35 5,200億円 4,604億円 4,411億円

件数
④これまでのVFM

（①－②）
⑤間接的に定量化した

VFM（②－③）
⑥間接的に定量化した
VFMの割合（⑤／④）

50％未満 16 313億円 72億円 22.89%
50％以上、70％未満 47 831億円 287億円 34.55%
70％以上 35 596億円 194億円 32.51%

■事業方式
件数 ①予定価格の合計 ②落札者価格の合計 ③最低応札価格の合計

BTO方式 78 8,748億円 7,605億円 7,189億円
BOT方式 10 1,148億円 850億円 810億円
BT方式（3件）・RO方式（3件）・
DBO方式（3件）・DBM方式（1件）

10 1,392億円 1,094億円 995億円

件数
④これまでのVFM

（①－②）
⑤間接的に定量化した

VFM（②－③）
⑥間接的に定量化した
VFMの割合（⑤／④）

BTO方式 78 1,143億円 415億円 36.31%
BOT方式 10 299億円 39億円 13.12%
BT方式（3件）・RO方式（3件）・
DBO方式（3件）・DBM方式（1件）

10 298億円 98億円 32.94%

■事業主体
件数 ①予定価格の合計 ②落札者価格の合計 ③最低応札価格の合計

国 7 466億円 397億円 371億円
地方自治体 91 10,822億円 9,151億円 8,625億円

件数
④これまでのVFM

（①－②）
⑤間接的に定量化した

VFM（②－③）
⑥間接的に定量化した
VFMの割合（⑤／④）

国 7 69億円 26億円 37.97%
地方自治体 91 1,671億円 526億円 31.49%

■維持管理・運営業務の事業費に占める軽重
件数 ①予定価格の合計 ②落札者価格の合計 ③最低応札価格の合計

重い 49 8,204億円 7,059億円 6,675億円
軽い（維持管理業務のみ、又は運
営業務が僅少の場合）

49 3,084億円 2,489億円 2,321億円

件数
④これまでのVFM

（①－②）
⑤間接的に定量化した

VFM（②－③）
⑥間接的に定量化した
VFMの割合（⑤／④）

重い 49 1,145億円 384億円 33.56%
軽い（維持管理業務のみ、又は運
営業務が僅少の場合）

49 595億円 168億円 28.27%
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２．サービスの価値の向上に関する提案の定量化 

・一般に事業を実施する際には、費用を上回る便益が見込まれる

ことが前提となる（図３－５－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－５－１ ＰＦＩにおける「支払額削減」と 

「サービスの価値の向上」の関係 

 

・また、ＰＦＩ事業による「支払額削減」は費用の減少分として、

「サービスの価値の向上」は便益の増加分として表され、ＶＦ

Ｍは両者の和であると考えられる。 

・「サービスの価値の向上」については、事業目的の達成度を計測

するためのＫＰＩ(Key Performance Indicator)を設定して評価

することが考えられる。 

・例えば、静岡県立美術館の自己評価システムでは、自己評価の

指標として次頁に示す評価指標が設定されている。この考え方

を参考として、追加提案の内容がどういった便益の増加分に該

当するかを特定するための指標として、ＫＰＩを活用すること

も考えられる。 

 

ＰＦＩによる「支払額削減」

ＰＦＩによる
「サービスの価値の向上」 

費用 
ＫＰＩを設定して評価 
 
又は 
 
費用対便益分析マニュアル等
を参考に評価 

便益 
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表３－５－２ 自己評価システムの例 

 

（出典：平成２４年度静岡県立美術館自己評価報告書（一次評価）

（平成２５年３月、静岡県立美術館）） 
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・一方、ＫＰＩの設定が困難な場合等においては、過度な負担を

もたらさぬよう、各省庁で策定・公表している公共事業に関す

る評価実施要領、費用対便益分析マニュアル等に示された便益

の計測方法を参考として活用することが考えられる。 

・なお、これらの評価実施要領等は、当該事業の必要性（with 

/without の比較）を評価することを企図するものであるが、サ

ービスの価値の向上分を定量化する場合においても有効となる

原単位や、定量化に際しての考え方が示されている。 

・例えば、下水道整備を対象としたＰＦＩ事業において、ＣＯ２

の排出抑制を期待できる追加的提案に対しては、ＣＯ２の貨幣

価値原単位（10,600 円/t-C もしくは 2,890 円/t-CO2）
1を評価

の参考にすること等が考えられる。 

 

 

 

                                      
1 （社）日本下水道協会「下水道事業における費用効果分析マニュアル（案）（追補版）（平

成 20 年 4 月）」） 


